
 台 東 区  

令和６年４月１日施行 

「台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」 

及び「条例施行規則」が改正されます 

 

≪改正点≫ 

◆建物高さ３１ｍ超又は延べ面積３,０００㎡超の中高層建築物は、 

隣接関係住民（１Ｈ内）に対する説明会開催を義務とする。 

◆特定中高層建築物※１（建物高さ１５ｍ超かつ近くに学校等※２がある中高層建築物）は、 

中高層建築物の標識設置よりも３０日早く(15日→45日、30日→60日、60日→90日)標識を

設置する。また、隣接関係住民（１Ｈ内）及び学校等関係者※３に対する説明会開催を義務と

する。(台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱の規定が本条例に包含されました。) 

◆中高層建築物（建物高さ１０ｍ超の全ての建築物）は、 

説明後に近隣関係住民※４から申出があった時は、適切な話合いの実施を努力義務とする。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※１ 特定中高層建築物とは、建物高さ１５ｍ超、かつ、①又は②に該当する中高層建築物です。 

※２ 学校等とは、幼稚園、小学校、中学校、認可保育所、認定こども園（公立・私立）です。 

※３ 学校等関係者とは、学校等の管理者、学校等に在籍する乳児・幼児・児童又は生徒の保護者です。 

※４ 近隣関係住民とは、隣接関係住民（１Ｈ内）及び周辺関係住民（２Ｈ内）です。 

 

≪特定中高層建築物のイメージ図≫ 
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「旧条例・旧要綱」と「新条例」の手続きについて               

令和６年３月３１日までに旧条例に基づく標識設置をした計画については、旧条例が適用されます。 

また、特定中高層建築物のうち旧要綱に基づく説明会開催を行なった計画については、旧条例と同期間の

標識設置期間となり、説明義務対象者は「隣接関係住民」となります。下記表をご確認ください。 

 

令和６年３月３１日まで  令和６年４月１日から 

旧 要綱 旧 条例 新 条例 

標識設置 説明会 標識設置 説明会等 標識設置 説明会等 
  

  実施 未実施  
実 施 

旧条例の適用 
  

実施 実施 実施 未実施  
実 施 

旧条例の適用 
  

実施 実施 未実施 未実施 

実 施 

新条例の適用 

ただし、旧条例と 

同期間の設置期間 

実 施 

新条例の適用 

ただし、説明義務対象者は 

隣接関係住民（１Ｈ） 
  

 

※詳細に関しましては、下記担当までお問合せください。 

台東区都市づくり部住宅課 建築調整担当 電話：03-5246-1217 

７日以内 

９０日・６０日・４５日 

３０日・１５日以降 

31ｍ超又は 3,000㎡超の中高層建築物  説明会 

特定中高層建築物            説明会 

上記以外の中高層建築物  説明会又は戸別説明 


